
■P２～３　平成17年度当初予算 

■P４　　　特集  税のゆくえ 

■P５　　　むらびとインタビュー 

■P９　　　区長・区長代理者・交通指導員決まる 

■P12　　　お知らせ 



村債 
 5億6,120万円 

国庫支出金 
 3億9,523万9千円 

県支出金 
 1億5,782万3千円 

財産収入 
 4,224万7千円 

繰入金 
 3億3,907万3千円 

繰越金 
 8,000万円 

諸収入 
 2,308万4千円 

31億5,200万円 
歳　入 

地方消費税交付金 
 2,500万円 

分担金及び負担金 
 2,880万円 

使用料及び手数料 
 3,761万8千円 

地方譲与税 
 4,050万円 

自動車取得税交付金 
 1,400万円 

地方特例交付金等 
 550万円 

村税 
 1億6,783万円6千円 

交通安全対策特別交付金 
 80万円 

地方交付税 
 12億3,400万円 
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31億5,200万円 

議会費 
 6,921万5千円 
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教育費 
 10億4,742万円 

総務費 
 3億4,769万8千円 

民生費 
 4億2,022万9千円 

農林水産業費 
 3億5,639万1千円 

歳　出 

予備費 
 506万7千円 

商工費 
 4,626万1千円 

衛生費 
 2億8,119万0千円 

土木費 
 2億837万4千円 

消防費 
 1億1,431万7千円 

公債費 
 2億7,368万円 
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卒業式の様子 卒業式の様子 
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年金の窓年金の窓

心のストレッチをしよう！　認知療法 



12

6

39

医療を上手に 
受けましょう 

医療費をこれ以上、増やさないために 

保健所での 
「一般・事業所
健康診断業務」
の廃止について 

保健所での 
「一般・事業所
健康診断業務」
の廃止について 



in format ioninformat ion



休業の取得によって雇用の継続が見込まれ
る の期間雇用者は、育児休業・
介護休業が取れます。 
 
子が１歳を超えても休業が必要と認められ
る一定の場合には、

育児休業ができます。 
 
対象家族１人につき、

期間は  
 
小学校就学前の子を養育する労働者は、

　育児・介護休業法は、事業所の規模を問わず適用されます。改正法に沿った規定の見直しと共に、男女
労働者が仕事と家庭を両立しやすい職場環境を整備しましょう。 

期間を定めて雇用される者 
（有期契約労働者は対象外） 
 
 
子が１歳に達するまで 
 
 
 
対象家族１人につき１回限
り。期間は連続３ヶ月まで 
 
 
事業主の努力義務 
 

①育児休業及び介護
休業の対象労働者
の拡大 

 
②育児休業期間の延
長 

 
 
③開業休業の取得回
数制限の緩和 

 
 
④子の看護休暇の創
設 

 

改正事項 現　　行 平成17年4月1日から 

詳細は熊本労働局のホームページ（http://www.kumamoto.plb.go.jp/）からもご覧いただけます。 
詳しくは、熊本労働局雇用均等室（TEL：096-352-3865　FAX：096-352-3876）までお問合せください。 
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村県民税 固定資産税 軽自動車税 国民健康保険税 

平成17年度納税カレンダー 
正しい申告で期限内に納めましょう 
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総　 務　 課 
企画調整課 
経済課・農業委員会 
税　 務　 課 
住民福祉課 
保健衛生課 
会　 計 　室 
建　 設　 課 
議会事務局 
教育委員会 
歴史資料館 

23-3111 
23-3112 
23-3113 
23-5692 
23-3978 
24-1700 
23-3293 
23-6449 
23-3401 
23-3604 
23-3665

FAX(0966)-24-5669［総務課］ 

春は苦味を楽しむ季節 

★材料（４人分） 
・菜の花　　　　　　1束（200g） 
・にんにく　　　　　1/2片       
・生姜　　　　　　　1/2片 
・サラダ油        　　　大さじ１ 
・赤唐辛子          　　  1本 
・アサリ（殻つき）　 300ｇ 
　　コンソメの素        小さじ１ 
　　水・酒        　　　各大さじ２ Ａ 


